
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容
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今後、事業

をどのよう

にしていき
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　　□ 事業を実施しない　　　　　 □ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

　医療機関の施設の拡充整備、不足する設備の充実整備などにより、身近で適切な医療が受けられるよう医療提供体制整備、医療の地

域間格差解消等を図るため、医療機関の整備計画、要望に応じて実施していく。

目標に対

する成果

の状況

イ）人工腎臓装置不足地域設備整備事業

　平成24年度当初予算で予定していた医療機関について、都合により実施を見送ったため、結果的に整備要望が無しとなった。
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厚生労働省補助事業「医療提供体制推進事業費補助金」

-

-

0

　施設・設備の整備を行う事業者（医療機関）からの要望に基づき、財政支援を行う。

　要望に対する補助実施件数　イ）の事業１／1件（当初予算編成時点）

（単位：千円）　
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成果目標の達成状況
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エ）小児医療施設施設整備事

業補助金（S52～）

補助

iryo@pref.nagano.lg.jp

□内部管理

ア）医療施設は規模が大きいほか24時間稼働のため、Co2の排出量が非常に大きいことからCo2排出量の少ない設備を順次導入し、医療

施設における地球温暖化対策に寄与する。

イ）人工腎臓装置不足地域の医療機関に装置を整備し、透析医療の地域格差の解消を図る。

ウ）画像データ等を遠隔地の医療機関に伝送し、専門医の助言による適切な医療を提供するため、通信技術を応用した遠隔医療により、

医療の地域格差解消、質及び信頼性の確保を図る。

エ）小児・新生児疾患の診断、治療を行う医療施設に診療棟、小児専用病棟、ＮＩＣＵ等を整備する事業に対して補助し、地域における小

児医療水準の向上を図る。

6-1　健康で長生きできる地域づくり

～

　医療機関の施設の拡充整備、不足する設備の充実整備などにより、身近で適切な医療が受けられるよう医療提供体制整備、医療の地

域間格差解消等を図る必要がある。

【左記の説明、根拠法令等】

H25

H24事業実績項目

H24

（当初）

実施方法

　小児専用病棟を整備するに対し補助する。H24：な

し、H25：１事業者（１施設）。

医療推進課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  

□法令等義務

補助

　人工透析装置の導入に対し補助する。H24：当初予

算で１事業者（1設備）6,575千円（2月補正△6,575)。

　H24年度２月補正：１事業者（2設備）11,235千円は、

H25へ繰越。

-

6,575

　病棟建替えの際にＣＯ２排出量の少ない設備の導入

に対し補助する。H24：なし、H25：１事業者（1設備）。

　遠隔医療の実施を可能とする情報通信機器の導入

に対し補助する。H24：なし、H25：２事業者（３設備）。

-

事業内容

20,166

（決算）

イ）人工腎臓装置不足地域設

備整備事業（H15～）

ウ）遠隔医療設備整備事業補

助金（H13～）

0

1,566

（当初）

-

ア）医療施設地球温暖化施設

整備事業補助金（H21～）

補助

補助

事業番号 04

■県でなければ実施不可　

03 04

事　業　名 医療対策費　施設・設備整備費事業医療対策費　施設・設備整備費事業医療対策費　施設・設備整備費事業医療対策費　施設・設備整備費事業

県が関与

する理由

現状

目指す姿

事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

４　医療施策の充実 実施期間

施策の総合的展開

課・室

健康福祉部

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

E-mail

担

当

課

部局

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有


